
令和５年度 部活動のしおり 

１ 目  的 

  生徒の自主的、自発的な参加によって行われ、生涯にわたり、スポーツや文化を親しむた
めの基礎・基本を身に付ける。 

   同じ目的をもった生徒が互いに技能や知識を高め合い、学年や学級の枠を越えた活動を通
して、社会性を身に付ける。 

 

２ 性  格  

（１）学年、学級の枠を離れ、同好の生徒で組織する。 
（２）部活動は希望加入制とする。部活動はスポーツや文化、科学等に親しみ、生涯スポーツ・

学習の基礎となることから、生徒は積極的に参加することとする。 
（３）部の設置は、生徒の希望、施設、指導者等を考慮して学校で設置する。但し、新設する場

合は、教師の希望、活動を維持できる生徒数、継続的な活動の保証等の条件が満たされた
場合に限るものとする。 

（４）参加者は、心得に示す諸規則を厳守する。 

 

３ 心  得   

（１）指導教師の指導、指示に従うこと。 
（２）部員は助け合い、協力する。上級生は下級生を指導する際、威圧的、暴力的行為は行わな

い。 
（３）入部の際に必要な手続きを行うものとする。保護者の部活動入部届をもって入部申込をし、

学級担任及び部活動顧問が保管する。 
（４）転部は、本人、保護者、部活動顧問、学級担任で協議する。 
（５）服装は、制服・ユニフォ－ム等、学校指定のものとする。 
（６）自分の持ち物は原則として、活動場所に移動し、教室へは帰らない。 
（７）休日の練習に飲料水を持参する場合は水筒、ペットボトル（ペットボトルクーラーを必ず

使用）のみ可とする。紙パック類、むき出しペットボトル（タオルにくるむ物も）は、認
めない。 

（８）活動日は、事前に練習実施計画にて連絡する（長期休業日を含む）。 
（９）用具、備品の使用に責任を持つ。常に安全を確認し、整理整頓を心がけること。 
（10）事故防止に努め、事後処置を適切に行うこと。事故発生時には速やかに顧問に連絡するこ

と。 
（11）活動時間及び休養日 
   ①活動時間 
     平日は２時間程度、休日（祝日・長期休業日を含む）は、３時間程度とする。 
   ②休養日 
     週２日以上の休養日(長期休業日を含む)を設ける。その際、平日は、少なくとも１日

以上、週休日（土日）も少なくとも１日以上を休養日とする。 
     なお、休養日が確保できなかった場合には、他の休養日を振り替える。 
     学校閉庁日(お盆、正月)は休養日とする。 
     長期休業日（夏季・冬季）は、連続した１週間程度の休養日を設ける。 
   ③活動の例外 
     校長の承認により年４回の大会及びコンクールにおいて、その開催日の前２週間に限

り（定期テスト前の部活動停止期間は除く）規定によらず活動することができる。また、
上位大会に出場した部活動は、校長の承認により規定によらず活動することができる。 

※内容、活動時間、休養日等については、国・県・朝霞市の部活動方針に準ずる。 
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（12）活動期間における活動終了時刻等 

 

 

 

 

 

   ※完全下校とは校門の外へ出る時刻をいう 
   ※２学期中間テスト以降は新人戦県大会（または準ずる大会）に出場するチームは 

１７:３０までの活動を協議の上許可する。 
（13）中間・期末試験６日前から活動を中止する。専門委員会の行われる日は委員会、学級優先

日とし、原則として部活動を中止する。但し、大会等ある場合は許可する場合もある。 
（14）下校時間を厳守すること。下校時間後は原則として校舎内への立ち入りを禁止する。 
（15）朝練習は次の通りとする 

①朝練習は、週１回以上の休養日を設ける。 
②７時２０分以降に登校し、これ以前の登校は原則認めない。 

     ③活動は７時３０分～８時１５分までとし、すべての活動（片づけ、着替えを含む）
を完了すること。 

     ④生徒会や学習会などの活動を優先する。 
     ⑤部活動顧問等のつかない練習は認めない。事情により部活動顧問等がつけない場合

は直ちに中止する。 
     ⑥１年生の参加は、１学期中間試験以降とする。 
     ⑦朝練習及び休日練習の遅刻・欠席連絡等は学校へ行わない。各部活動で連絡方法を

確認すること。 

４ 設 置 部 活 動 名 

【運動部】 
野球、サッカー、ソフトボール、男子ソフトテニス、女子ソフトテニス、男子バスケットボ
ール、女子バスケットボール、女子バレー、卓球、剣道、陸上競技、水泳、バドミントン、
フライングディスク（９・１０・１１・１２組） 

【文化部】 
演劇、美術、吹奏楽、囲碁・将棋、家庭科、科学(令和 5年度より募集停止) 

５ １年生の入部までの流れ  

（１）仮入部期間  

実際に部活動を体験し、３年間しっかりと続けられる部活動に参加するため、複数の部

活動を体験し、自分にあった部活動を見つける期間を設定する。（指定された期間） 

（２）部活動入部届の提出 

   入部する部活動が決定したら、「部活動入部届」を提出日（指定された日）までに、 

学級担任・部活動顧問へ提出する。 

（３）部活開き 

    新入生の部活動入部届の提出が完了すると本入部となる。本入部の日には、その年度の

「部活開き」（指定された日）が実施され、部員各自からの自己紹介や、部活動顧問から

の活動方針の説明等が行われる。 

 

６ 部活動に加入しない場合  
部活動へ加入しない場合、「部活動不参加届」を学級担任へ提出する。（指定された日ま

で） 
 

活動期間 活動終了時刻 完全下校時刻 

３月～９月 １７：４５ １８：００ 

２学期中間テスト期間前まで＆２月 １７：３０ １７：４５ 

２学期中間テスト後～1 月 １７：００ １７：１５ 
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７ ２・３年生の部活動継続届について 
    年度初め、２・３年生は、所属する部活動に継続して参加する場合、部活動継続届を学

級担任・所属部活動顧問に提出する。（指定された日まで） 
 
８ 転部する場合 
    特別な事情があり転部する場合は、部活動転部届を学級担任・所属部活動顧問に提出す

る。 
 

９ 退部する場合 
特別な事情があり、所属している部活動を退部する場合は、所定の「部活動退部届」お

よび「部活動不参加届」を提出する。 
 
１０ ３年生の部活動復帰について 

【参加開始日】 
原則として、復帰をする場合は公立入試終了後とする。ただし、以下の場合は除く 
 
①公立入試の実技試験のための参加 
②各種大会への出場や定期演奏会への参加 
 

【参加手続き】 
①保護者の承諾を得る 
②部活動顧問と相談し、参加の許可を得る 
③担任へ報告 
④大会等への出場の場合は、校長と顧問が協議し、許可を得ること 
 

【注意事項】 
①あくまで高校でも続けることを前提として参加する 
②後輩の活動へ迷惑をかけない 
③参加にあたっては、学校や部活動のルールを順守すること 

 
 
１１ 令和５年度当初日程等  
   ・仮入部期間 

第１日目 ４月１３日（木）…見学のみ（新入生オリエンテーション実施） 
     第２日目   １４日（金）…体験可 
     第３日目   １７日（月）…体験可 
     第４日目   １９日（水）…体験可 
     第５日目   ２０日（木）…体験可 
 
   ・部活動入部届  ２４日（月）までに学級担任、部活動顧問へ提出 

の提出          （この日以前に提出してもよい） 
                  ※学級担任あては学級担任へ直接提出 
                  ※部活動顧問あては職員室前各部活の封筒へ提出 
                
   ・部活開き    ２４日（月）１６：２０～（各活動場所） 
                  ※部活動に参加していない生徒は下校 
 
   ・部活動継続届  １８日（火）までに学級担任、部活動顧問へ提出 

の提出          （この日以前に提出してもよい） 
                  ※学級担任あては学級担任へ直接提出 
                  ※部活動顧問あては職員室前各部活の封筒へ提出 
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   ・部活動不参加  ２・３年生…１８日（火）までに学級担任へ提出 
    届の提出      １年生…２１日（金）までに学級担任へ提出 
               
１２ 仮入部期間の服装・注意事項について  
（１）服装 
  各部活動指定の服装 
（２）注意事項 
  ①各活動場所へ自分の荷物を持っていくこと 
  ②基本的には教室へは戻らない 
  ③複数の部活を体験すること 
  ④使った用具等は必ず元に戻すこと 
  ⑤無理なことは避け、けが等に十分注意すること 

⑥先輩へのあいさつ、礼儀を徹底すること 
⑦仮入部中の最終下校時刻は６時間の日は１７：００、５時間の日は１６：００。 
 必ず守ること 
⑧朝練習、土日の休日練習には参加することはできない 
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令和５年４月  

部活動における校内利用のガイドライン制定について 
朝霞市立朝霞第一中学校  

部活動担当  
はじめに  
 朝霞第一中学校では、部活動が大変活発におこなわれており、どの部活動も活動の意義をよく理解し、生徒

主体の部活動運営を心掛けている。 
 そのため、学校としても生徒の安全を第一に考え、有意義で効果的な活動を行えるよう環境面での整備も必

要であると考える。特に雨天時における外部活動が校内（廊下やメディアスペース等）を利用する場合も多く

あるため、以下のようなガイドラインを制定し、安全に混乱なく校舎内を有効利用できるようにするものであ

る。 
 
校内利用のガイドライン 

① 雨天時に外部活動が校内廊下や多目的ホール、メディアスペースなど使用することは可能である。通

常教室、特別教室については事前に管理責任者（担任または教科担当）及び恒常的に使用している部

活動に確認をとることとする。 
  ただし、恒常的に使用している通常教室、特別教室を使用する場合の優先順位は恒常的に使用してい

る部活動とする。 
 
〔平日に恒常的に使用している部活動及び教室等〕 
  □３階全普通教室・・・・吹奏楽部 

□美術室・・・・・・・・美術部 
□被服室・・・・・・・・家庭科部 
□理科室・・・・・・・・科学部 
□４階ＩＣＴルーム・・・演劇部 
□４階会議室・・・・・・囲碁・将棋部 
□２階メディアスペース・卓球部 

 
② 廊下およびメディアスペースにおけるバット、ラケットを振る行為（卓球部を除く）を含む練習、ま

たボールを投げる、蹴る行為を含む練習は禁止とする。 
  ただし、多目的ホール、体育館、サブアリーナ、武道場においては可とするが、顧問の指示・監督の

もと安全に留意して利用すること。 
  なお、階段を用いたトレーニングを行う場合は、Ｃ・Ｄ階段のみを利用すること。（土日休日の場合は

除く） 
 
③ 校内廊下を利用して走る練習は顧問の監督下のもと、生徒同士の衝突事故が起きないよう、要所に人

員を配置すること。ただし、恒常的に生徒が通行する状況において、廊下・メディアスペースを走る

練習は禁止する。（恒常的に生徒が通行する状況とは、他部活動生徒等が該当箇所を行き来している状

態が続いていることをさす） 
 
  ④  校内を使用する場合における活動場所については指定しない。活動する部活動で話し合い、譲り合っ

て活動を行うこと。 
 
  ⑤ 土日祝日、長期休業中に多目的ホールやその他特別教室を利用する場合は、事前に予約表に記入をす

ること。ただし、授業や学校行事、恒常的に使用している部活動が優先となるので、利用する場合は、

事前に確認をしたうえで、必ず予約表に記入をすること。 
 

⑥ その他、各部活動におけるルールを守り、安全に最大限留意して活動する。 
 
 

顧問の先生方におかれましては上記の内容を確認していただき、生徒へ周知をお願いいたします。
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